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る配送サービスなど新サービス・新産業の創
出につなげていく。

（地域生活圏のモデルケースの創出に向けて）
地域生活圏の形成につながる先進的な地域
の取組として、３つの事例を紹介する。
福島県の会津若松市では、デジタル情報プ
ラットフォーム「会津若松＋」を核として、
民間の主導により、公共性とビジネス継続性
を両立する地域マネジメント法人としてAiCT
コンソーシアムが設立され、食・農業、観光、
ヘルスケア等の新たなサービスの実装を目指
す取組が進められている。
鳥取県の米子市・境港市では、ローカルテ
レビ会社等の地元民間企業５社が主導して、
両市と連携し、地域エネルギー会社（ローカ
ルエナジー㈱）を設立して、地域共生型のエ
ネルギー地産地消モデルを構築し、地域でお

金が回る仕組みを生み出すとともに、災害時
には、避難所の蓄電池を非常用電源として活
用し、防災力強化に貢献する取組を展開して
いる。
香川県三豊市では、地元企業を含む民間企

業が協力する共助により、地域交通を暮らし
の基盤となる他のサービスと一体的に提供す
る新たな取組が始まっている。地域内外の企
業の出資により、地域交通の運営カンパニー
が設立され、スマホアプリを活用したAIオ
ンデマンドでの定額乗り放題の交通サービス
が展開されている。
こうした新たな発想からの官民連携の取組

を地域生活圏の形成の旗印の下に全国に広げ
ていくことが期待される。
その際には、地域の資源を最大限活用しな

がら地域の稼ぐ力を向上し、地域内の経済循
環を構築することにより、持続可能なサービ
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スを提供する主体をどのように形成していく
かが重要な課題となる。このため、ドイツの
シュタットベルケ等の事例や、我が国の地方
での先進的な取組を参考に、日本版のいわゆ
るローカルマネジメント法人といった推進主
体の創出につなげていく必要がある。

4 ．その他の重点テーマ

新計画では、「国土を刷新する重点テーマ」
として、「地域生活圏の形成」のほか、「持続
可能な産業への構造転換」、「グリーン国土の
創造」、「人口減少下の国土利用・管理」とい
ったテーマを掲げている。
さらに、これらの取組を効果的に実行して

いくため、その礎として不可欠な国土基盤と
地域人材という社会に共通する資本につい
て、分野横断的な重点テーマとして掲げ、「新
時代に地域力をつなぐ国土」の実現につなげ
ていくこととしている。

（持続可能な産業への構造転換）
我が国産業における内需縮小や輸出競争力

低下、労働力不足の深刻化、グリーントラン
スフォーメーション（GX）やDX、経済安全
保障など国際的な競争環境の激変、巨大災害
リスクの切迫、地域産業を取り巻く諸課題な
ど、我が国産業は構造的な状況変化に直面し
ている。
このため、国土全体で地域特性を活かし、

半導体等の成長産業の分散立地等を促進する
とともに、CO2多排出産業が集積するコンビ
ナート等のクリーンエネルギーへの円滑な移
行を含めた既存コンビナート等の強化・再生
に総合的に取り組むこととしている。
加えて、地方におけるスタートアップの促

進や働きがいのある雇用の拡大等を通じて、

地域の経済・雇用を支える地域産業の稼ぐ力
の向上を図る。

（グリーン国土の創造）
多様で恵み豊かな自然環境からなる国土の

美しさに磨きをかけ、自然資本を保全・拡大
するとともに、その持続的な活用が図られる
よう、人と自然の良好な関係が再構築され、
自然の恵みを継続的に享受できる「グリーン
国土」の創造を図る。
このため、気候変動と生物多様性の観点か

ら、自然資本をベースとした社会経済システ
ムの構築を目指し、ネイチャーボジティブ、
30by30目標の実現に向けて、広域的な生態
系ネットワークの形成を通じて、質的な生態
系サービスの向上を図る取組を推進する。
また、地域の脱炭素化に向けて、森林資源

の循環利用、再エネ導入における地域共生の
視点の強化、ハイブリッドダムの取組など、
緩和策、適応策、生態系保全に統合的に取り
組んでいくこととしている。

（人口減少下の国土利用・管理）
未曽有の人口減少や少子高齢化の加速等を

背景に、国土の管理水準の悪化や非効率な土
地利用の増大が従来以上に懸念される。人口
減少下における持続可能な国土利用・管理の
あり方を構築し、地域や国土全体の荒廃を防
ぐ取組を進めることが急務である。
このため、最適な国土利用・管理に向けて、

「国土の管理構想」、とりわけ、人口減少が進
む地域の将来像を描き、将来の見通しを踏ま
えて、地域管理の優先順位をつけて、住民同
士での合意形成を図り、持続可能な地域づく
りを進める「地域管理構想」を推進する。ま
た、所有者不明土地や空き家の増加、荒廃農
地や手入れが不十分な森林の問題などに重点
的に取り組む。
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さらに、災害ハザードエリアにおける開発
の抑制を徹底し、より安全な地域への居住の
誘導を図るなど、安全・安心な国土利用・管
理を基本方針として位置づけている。

（国土基盤の高質化）
国土基盤は、国土の保全や生活、交通、情
報通信、エネルギー等に関わるインフラとし
て、地域の安全・安心、暮らしや経済を支え
る重要な機能・役割を担っている。こうした
機能・役割に応じた国土基盤の充実・強化を
図る必要があり、社会経済状況の変化を踏ま
えつつ、安定的・持続的な公共投資の見通し
を持ち、計画的な整備や維持管理更新、効果
的活用を通じたストック効果の最大化を追求
する「国土基盤の高質化に向けた戦略的マネ
ジメント」を徹底することとしている。

こうした観点から、DXやGX、さらには安
全保障の観点やグリーンインフラといった自
然資本との組み合わせなど、新しい視点から
の機能高度化を図る。また、賢く使う観点か
ら縦割りを打破して複合的、多機能的に取り
組むこと、予防保全への本格展開を始めとす
る戦略的メンテナンスといった重点的な取組
方針を示している。
このうち、安全・安心に関わる部分につい

ては、国土形成計画と同日に閣議決定された
新たな「国土強靱化基本計画」と一体的に取
組を進めることとしている。

（地域人材の確保・育成）
人口減少・流出が加速している中、地域づ

くりを担う人材の不足は深刻な課題となって
いる。若者、女性、高齢者、障害者、外国人
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など、多様な人材の地域づくりへの参加を図
っていくことは、将来にわたって地域づくり
を担う人材を確保していくだけでなく、誰も
が生きがいを持てる包摂社会の形成にとって
重要である。
とりわけ、こども・子育て政策の強化とも

連動して、国土政策の観点からは、若者世代、
子育て世代を含めて、人々の多様化する価値
観に応じた暮らし方・働き方の選択肢を広げ
ることにより、地方への人の流れを創出・拡
大し、我が国全体の少子化の流れを変えてい
く必要がある。
こうした観点から、こどもまんなか社会を

地域全体で支えるため、「こどもまんなかま
ちづくり」など、安心してこどもを産み育て
るための環境整備を推進する。
併せて、地方における教育・就業環境の整

備など、女性活躍の促進の取組を進めるとと
もに、関係人口の拡大・深化に向けて、全国
の関係人口を10年間で1.5倍程度に拡大する
こととしている。

おわりに

新たな国土形成計画が閣議決定され、今後
おおむね10年間の計画の実行段階に移行す
る。国土審議会及び同計画部会においても、
計画の効果的な実行と国民各界各層に対する
広報の重要性が指摘され、計画最終案の答申
の際にも、その旨の留意事項が付された。
また、答申の際に行われた岸田内閣総理大

臣への報告に際しても、計画の実行に当たり、
「新時代に地域力をつなぐ国土」の形成に向
け、「シームレスな拠点連結型国土」の構築
を図るとともに、「デジタルとリアルが融合
した地域生活圏」が各地域で実装されるよ
う、デジタル田園都市国家構想総合戦略の取

組とも一体となって各種のプロジェクトを進
めるなど、政府一丸となって計画全体の実効
的な推進が図られるよう、関係府省と緊密に
連携を図るよう指示があったところである。
新計画においても、「我が国が直面する様々
なリスクに対する危機感や切迫感を国民全体
で共有し、この危機・難局を乗り越え、社会
経済の構造的な変化を未来の成長につなげる
チャンスとして捉え、国土をめぐる諸課題の
解決に果敢にチャレンジしていくことが求め
られる。課題解決先進国として国際社会に貢
献していく覚悟と気概を持ち、その具体策を
講じていくことが、将来世代に対する重大な
責務である。本計画が掲げる「新時代に地域
力をつなぐ国土」は、国土全体を支える多様
な地域に暮らし、関わる多くの国民が主役と
なって、その主体的な行動によって実現され
るものである。こうしたことに留意しつつ、
本計画の実行を通じて計画が描く将来ビジョ
ンの実現を図るため、国は、絶えず変化する
社会経済の状況も踏まえつつ、関係府省の緊
密な連携により政府一丸となって取り組むこ
ととする」とされている。
多様な関係主体の国土づくり・地域づくり

への参加と連携を通じて、新計画が掲げる新
たな国土の将来ビジョンの実現が図られるこ
とを期待する。


